
第3回介護予防継続的評価分析等検討会  
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（2）介護予防サービスの利用回数の変化について（仮集計）  

3．閉会   
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継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証するための  

情報収集）の実施状況について  

1 実施目的   

市町村が実施する介護予防関連事業（介護保険法に基づく予防給付及び地域支援事   

業（介護予防事業）並びに老人保健法に基づく基本健康診査において実施する生活機   

能評価をいう。）に係る詳細な情報を収集し、厚生労働省においてその効果等を検証す   

るための基礎資料を得るとともに、市町村における介護予防プログラムの評価を支援   

し、もって、今後、全国における効果的・効率的な事業実施に資することを目的とす   

る。  

2 実施内容  

介護予防関連事業の効果を定量的に分析・評価するため、介護予防関連事業に関す   

る詳細なデータを、実施市町村を通じ七収集する。このため、実施市町村は、介護予   

防関連事業の対象者ごとに、サービスの利用状況、心身機能等に関する詳細な情報を   

経時的に記録する。  

3 実施市町村  

平成19年「l月より事業を開始し、現在、全国83市町村において実施している。（別   

紙二）  

4 経緯と今後のスケジュール  

介護予防事業、新予防給付の創設  

第1回介護予防継続的評価分析等検討会  

市町村において調査を開始  

第2回介護予防継続的評価分析等検討会  

第3回介護予防継続的評価分析等検討会  

平成20年夏までのデータを集積・分析し、中間とりまとめを行う  

調査終了  

最終とりまとめ   

平成18年 4月  

平成18年‘12月  

平成19年 1月  

平成19年 2月  

平成20年 3月  

平成20年秋頃  

平成21年‘1月末  

平成21年：∋月末  



別紙  

継続的評価分析支援事業実施市町村  

都道府県名  市町村名   

口  北海道   北広島市  

本別町   

2  青森   鶴田町   

3  岩手   矢巾町   

4  宮城   仙台市  

涌谷町   

5  秋田   横手市   

6  山形   酒田市   

7   福島   西会津町  

浪江町  

北塩原村  

西郷村   

8  茨城   水戸市  

土浦市  

高萩市   

9  栃木   大田原市   

10  群馬   草津町   

皿  埼玉   和光市  

小鹿野町   

12  千葉   本埜村   

13  東京   八王子市  

稲城市   

14  神奈川   秦野市  

茅ヶ崎市  

鎌倉市   

15  新潟   胎内市   

16  冨山   冨山市  

砺波市  

高岡市   

1了  石川   珠洲市   

18  福井   越前市  

池田町   

19  山梨   北杜市   

20  長野   東御市  

上田市   

2－l  岐阜   大垣市   

22  静岡   御殿場市  

静岡市   

2：∋  愛知   豊橋市  

高浜市  

名古屋市   

24  三重   玉城町   

2こ5  滋賀   安土町  

余呉町  

都道府県名  市町村名   

26  京都   京都市  

亀岡市   

27  大阪   田尻町   

28  兵庫   神戸市  

篠山市   

29  奈良   王寺町   

30  和歌山   那智勝浦町  

橋本市   

31  鳥取   米子市   

32  島根   隠岐の島町  

東出雲町  

邑南町  

知夫村   

33  岡山   真庭市  

新庄村   

34  広島   尾道市  

廿日市市   

35  山口   岩国市  

周南市  

田布施町   

36  徳島   小松島市   

37  香川   宇多津町   

38  愛媛   松山市  

久万高原町   

39  高知   中芸広域連合   

40  福岡   北九州市   

41  佐賀   多久市   

42  長崎   長崎市   

43  熊本   山鹿市  

美里町  

長洲町  

氷川町   

44  大分   大分市  

竹田市   

45  宮崎   高原町  

日之影町   

46  鹿児島   曽於市  

南種子町  

中種子町   

47  沖縄  

計   83  



介護予防サービスの効果分析について（暫定仮集計）  

（案）  

－1＿   



1．これまでの経緯  

介護保険制度の創設以降、要支援・要介護認定を受ける者、特に軽度者（要支援・要介護  

1）が大幅に増加している。軽度者が要支援・要介護状態となる原因としては、転倒・骨折、関  

節疾患等により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群」が多いのが特徴であり、適切な  

介護予防サービスの利用により、状態の維持・改善が期待される。   

こうした背景を踏まえ、平成18年4月に、できる限り要支援・要介護状態になることを予防で  

きるよう、「介護予防」を重視した制度改正が行われた。その中では、要支援者が要介護状態  

にならないように、それまでの予防給付の見直し（新予防給付の導入）が行われるとともに、要  

支援・要介護状態になる前から介護予防を推進するため、要支援・要介護になるおそれの高  

い方（特定高齢者）等を対象にした地域支援事業が導入された。   

これら新たな介護予防施策の導入に当たっては、「介護保険法等の一部を改正する法律」  

の附則において、「費用対効果等の検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも  

の」とされたことから、同事業の効果等を検証するために「介護予防継続的評価分析等検討  

会」が平成18年12月に設置され、これまで2回の検討を行ってきたところである。  

新たな介護予防施策の効果等の評価については、平成21年3月末に、継続的評価分析支  

援事業（平成21年1月まで）の結果等を用いて行う予定であるが、今回、事業開始からこれま  

で蓄積されたデータをもとに、その効果について仮集計を行った。   

医学的介入研究においては、無作為抽出試験を行って前向きに対象・対照集団を一定期  

間追跡することが多いが、今回は、介護予防制度導入後に入手可能な導入前の状態に関す  

る過去のデータを対照（ヒストリカルコントロール）として比較することとなった。  

そのため、今回の仮集計は、本文中にも記載したとおり、いくつかの仮定に基づいて行った  

暫定的なものであり、事業実施後の最終集計に向け、今後様々な視点からの考え方や意見を  

踏まえ、適宜検討を行う必要がある。  

（参考）「介護保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項（検討）」において、介護予防   

の章用に対する効果の検討を求められている。  

介護保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項  

「政府は、法律の施行後3年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施   

状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基   

づいて所要の措置を講ずるものとする。」  
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2．新たな介護予防施策導入による効果分析の基本的な考え方について   

新たな介護予防施策の効果を評価するためには、対象者に対して一定期間の働きかけ  

を行った場合と行わなかった場合について、それぞれの効果を測定する必要がある。具体  

的には、介護予防施策導入の前後における、一定期間（例えば1年間）の状態の変化を追  

跡して比較することが必要である。  

ただし、今回の場合は、全く同一の対象群における施策導入前後のデータは存在しない  

ため、施策導入後については、現在市町村が行っている継続的評価分析支援事業の対象  

者を調査対象と設定し、施策導入前については、同事業の対象者に類似した対照群の設  

定を行い、両群の1年間の要介護度の変化を比較することにより、施策導入による効果の  

分析を行った（：詳細は3．及び4．を参照）。  
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3．特定高齢者施策導入の効果分析について   

3．1．効果分析に用いる対象者  

要介護■要支援でない高齢者に対する介護予防事業として、平成18年4月から、地域  

支援事業（従来の介護予防・地域支え合い事業や老人保健事業の一部を再編）が実施さ  

れている。  

特に、要支援・要介護の状態となる可能性の高い高齢者（特定高齢者）に対しては、新  

たな介護予防施策（特定高齢者施策）が創設されており、本分析においては、特定高齢  

者施策の導入前と導入後について、それぞれ以下の（1）（2）の者を対象に施策導入前  

後の状態の変化（要介護度の変化）を比較する。  

（1）特定高齢者施策導入前（コントロール群）  

平成18年4月の特定高齢者施策導入前には特定高齢者は存在しておらず、コントロ   

ール（対照）群として特定高齢者群を設定することはできないが、施策導入後の特定高   

齢者との比較を行うためには、できる限り特定高齢者に類似しており、かつ一定期間の   

状態の変化を把握することが可能なコントロール（対照）群を設定することが必要であ   

る。  

厚生労働省では、特定高齢者の把握手法に関する基本的調査を目的として、平成17   

年度から「総合的介護予防システムのあり方に関する研究班」（厚生労働省老人保健健   

康増進等事業）の一部として「基本チェックリストに関するパイロット調査」（以下パ   

イロット調査）を実施している。パイロット調査における評価結果は、現在用いられて   

いるチェックリスト（25項目）に準拠して分析可能であるため、特定高齢者候補者の   

選定基準を満たす者を平成17年度に遡って抽出することができる。  

そこで、本分析におけるコントロール（対照）群としては、パイロット調査の対象者のうち、以   

下の（彰及び②の両方を満たす者とする。  

① 平成17年度調査対象者（平成17年8月1日調査）のうち、現在の特定高齢者の候補  

者の選定基準を満たす者（以下、「特定高齢者候補該当者」）   

② 平成18年度調査（平成18年8月1日調査）において要介護度等の状況が把握されて  

いる者  

（※）対象者の居住する市町において、地域支援事業が開始されたのは、最も早いところで平成  

18年7月であった。  
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（2）特定高齢者施策導入後の対象群  

一定期間の状態の変化を把握することが必要であることから、平成19年1月から開始さ  

れた継続的評価分析支援事業において調査対象となった者のうち、①及び②の両方を満  

たす者とする。  

（争継続的評価分析支援事業登録時に特定高齢者である者  

（∋ 継続的評価分析支援事業登録後、1回以上の追跡調査が行われた者  

※ 今回の仮集計においては、平成19年11月30日までに入力されたデータを用いて解析を行っ  

た。  
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3．2．分析  

（1）特定高齢者施策導入前（コントロール群）   

①コントロール（対照）群の調整について  

特定高齢者施策導入前後の効果を比較するに当たっては、比較の対象となる2つの群   

が、その群に対する介入（提供されるサービス）以外の要因については可能な限り類似し   

た集団であることが、分析結果の信頼性を高めるために必要である。  

そこで、異なる市町村間の比較である本分析においては、コントロール（対照）群の性・   

年齢及び身体機能（チエッグノストの結果による）の分布が，比較対象である特定高齢者施   

策導入後の調査対象群と可能な限り同一となるように調整を行った（表1（A））。   

② 人・月単位での集計について  

以下（2）で述べるとおり、特定高齢者施策導入後の調査対象群については、継続的評   

価分析支援事業への調査登録時期や調査終了時期が異なるため、各々の追跡期間が異   

なる。したがって、調査対象群の状態の変化を把握するためには、（人・月）単位での集計  

を行う必要がある。  

そのため、コントロール（対照）群についても，比較のためには，（人・月）単位での集計を  

行う必要がある（表1（B））。  

表1平成17年調査時に特定高齢者候補該当者であった者の平成18年度調査の結果  

平成18年調査  

の結果（人）  スト調整後（人）  
（B）（人・月）   

維持・  
1，599  95．3％  1．561  92．9％  19，442  96．5％  

改善群   

要支援   14   0．8％   17   0．9％   96   0．5％  

要介護1   29   1，8％   45   2．7％   273   1．4％  

要介護2   12   0．7％   17   1．0％   100  
悪化群  

要介護3   12   0．7％   17   1．0％   99  

要介護4   6   0．4％   12   0．7％   73  

要介護5   7   0．4％   0．6％   65   0．3％   

計  1，679  100．0％  1，679  100  20，148   100％  
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（2）特定高齢者施策導入後  

3．1（2）で示した対象者については、継続的評価分析支援事業への調査登録時期や調   

査終了時期が異なるため、結果として追跡期間が異なる。   

そのため、特定高齢者施策導入後の調査対象者における、状態の変化を把握するために   

は、（人暮月）単位として集計することが必要である。   

継続的評価分析支援事業により得られた結果は表2のとおり。  

表2：対象者の状態の変化（平成19年1月～11月）  

状態の変化（人・月）   

自立／非該当  
9．266   98．1  

特定高齢者  

要支援1   106   1．lO  

要支援2   14   0．10  

要介護1   32   0．3   

要介護2   26   0．3   1．9％  

要介護3   5   0．1   

要介護4   0   0．0   

要介護5   0   0．0   

計   9，449   100  

（3）特定高齢者施策導入前後の比較   

特定高齢者施策導入前後の状態変化の比較を容易に行うため、両群ともに1，000人を1年   

間追跡した場合（12，000人・月）の比較を行った（表3）。  

表31，000人の特定高齢者（施策導入前は特定高齢者候補該当者））を1年間追跡した結果（状態の変化）  

齢  導入前  導入後  

自立／非該当   

11，580  11，580（96．5％）  11，768  11．768（98．1％）  
群  

要支援（1）   57   135  

要支援2  18  

要介護1   162  41  

群  60  420（3．5％）  33  232（1．9％）  

要介護3   59  6  

要介護4   44  0  

要介護5   38  0   

計  12，000  12．000（100％）  12，000  12，000（100％）   

特定高  

維持t  

改善  

悪化  

（人・月）  
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3．3．結果  

1，000人の特定高齢者（施策導入前は特定高齢者候補該当者）を1年間追跡した場合、悪   

化群の占める割合は、12．000（人・月）中、導入前の3．5％から導入後の1．9％（その羞は1．6％）   
に減少することが確認された（表3）。  
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4．新予防給付導入の効果分析について  

4．1．効果分析に用いる対象者   

平成18年4月の新予防給付導入前に「要支援者」であった者に対しては、（旧）予防給  

付が行われていた。また，新予防給付導入前に「要支援者」であった者と同等の状態に  

ある者については、平成18年4月以降、要支援1とされ新予防給付を受けている。   

そこで、新予防給付導入の効果分析に用いる調査群としては、コントロール（対照）群と  

して新予防給付導入前に「要支援者」であった者、新予防給付導入後の調査対象群とし  

て「要支援1」の者とすることが適当である。   

また、比較する集団を可能な限り類似したものとするため、いずれの群についても継続  

的評価分析支援事業の調査対象地域から抽出する。   

具体的には、以下（1）（2）の群を用いて、サービスを利用した者の「要介護度の変化」  

を比較する。．  

（1）新予防給付導入前（コントロール群）  

継続的評価分析支援事業の調査対象となった市町村の住民であり、かつ平成16年1  

月から平成16年12月までの間に要支援者として予防給付を受けていた者（介護給付費  

請求書を用いてデータを抽出する）。  

（2）新予防給付導入後  

平成19年1月から開始された継続的評価分析支援事業において、調査対象となった者   

のうち、①及び②の両方を満たす者。  

① 継続的評価分析支援事業登録時に要支援1の者  

②継続的評価分析支援事業登録後、1回以上の追跡調査が行われた者  

※今回の仮集計においては、平成19年11月30日までに入力されたデータを用いて解析を行っ  

た。  
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4．2．分析   

4．1（1）及び（2）で示した対象者については、状態の変化を、3．2（3）と同様に、1，000人を  

1年間追跡し、両群とも12，000（人・月）として計算した（表4）。  

表41，000人の要支援1の者（新予防給付導入前は要支援者）を1年間追跡した結果（状態の変化）  

新予防給付の導入前／導入後  導入前  導入後   

一般高齢者   

維持・改善群  10，179  10，179（84．8％）  11，123  11，123（92．7％）  
特定高齢者  

要支援（1）   

要支援2  569   

要介護1   1，573  221  

要介護2   156  62  
悪化群  1，821（15．2％）  877（7．3％）  

要介護3   61  12  

要介護4   20  6  

要介護5   6   

合 計  12，000   12，000  1乙000   12，000   

4．3．結果  

1，000人の要支援1の者（新予防給付導入前は要支援者）を1年間追跡した場合、悪化群  

の占める割合は、12．000（人・月）中，導入前の15．2％から導入後7．3％（その差は7．9％）に減少  

することが確認された（表4）。  
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5．仮集計に関する結論  

・平成19年11月未までに得られたデータを仮集計し，1，000人の対象者を1年間追跡した  

場合として（人・月）単位で算出すると、  

・特定高齢者（施策導入前は特定高齢者候補該当者）については、悪化群の占める割  

合が、導入前の3．5％から導入後1．9％（その差は1．6％）に減少する  

・要支援1の者（新予防給付導入前は要支援者）については、悪化群の占める割合が、  

導入前の15．2％から導入後了．3％（その差は了．9％）に減少する  

ことから．新たな介護予防施策を導入したことによって，当該施策導入前に比べ，維持・改  

善する（人・月）の割合は増加し、悪化する（人・月）の割合は減少することが明らかになっ   

た。   

－ただしこうした（人・月）法に基づく割合の変化を、ただちに介護予防効果の大きさとみな   

すことについては、様々な議論がある。  
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6．今後の検討の方向性について  

6．1．新たな介護予防施策導入の効果分析について   

今回の仮集計により得られた、（人・月）単位で計算した場合の、当該施策導入前後   

で比較した割合の変化について，定量的にその効果を評価するための分析方法と   

しては，  

（彰 実際にある集団において悪化した人数のデータを用いて、悪化発生率（母集団   

の人数に対して、1年間で新たに悪化する累積人数の割合）を算出する方法や、  

② 状態の変化に関する調査結果（単位：人・月）から、毎月同じ人数が悪化する  

と仮定として悪化発生率を推計する方法  

が考えられ，今後、引き続き検討することが必要である。  

6．2．新たな介護予防施策導入の費用対効果分析について   

・施策の責用対効果分析とは、ある施策に投入される「善用」とそれにより得られる   

「効果」との関係を数値化して比較・分析し、その妥当性を検証するものである。   

・したがって、新たな介護予防施策導入の糞用対効果を分析するに当たっては、介護   

予防施策導入前及び導入後の集団を一定期間（例えば1年間）追跡する期間中に、   

それぞれにかかった妻用及び得られた効果を算出した上で、その比較を行うことが   

適当である。  

費用対効果分析を実施するに当たっては、今後、以下の事項等について検討する必  

要がある。  

・費用については、介護予防を目的として投入される費用と、調査対象者の追跡   

期間中に生じた介護給付真の変化を，どのように算入することが適当なのか。  

・それぞれの善用算出に用いる単価については、どのデータを用いることが適当   

なのか。  
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介護予防サービスの利用回数の変化について（仮集計）  

1．はじめに   

継続的評価分析支援事業において収集しているデータでは、一部の介護予防サービス  

（通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護）について、サービスを受けた回数が聴取さ  

れていることから、当該サービスについて、平成18年の介護予防サービス導入前後におけ  

るサービス利用回数の変化に関する仮集計を行った。  

2．使用する調査項目について   

仮集計を行うに当たっては、以下の調査項目を使用した。  

（1）現在の要介護認定等の状況（調査用紙（以下略）P3）  

（2）現在の要介護認定等になる前の要介護認定等の状況（P3）  

（3）介護予防サービス等の内容（P6）  

（4）現在の要介護状態等になる前のサービス（P9）  

なお、（2）及び（3）については、登録時に対象者からの聞き取りに基づいて記載されてい  

る二  

3．対象の選定について   

平成19年1月1日から平成19年11月30日にかけて、継続的評価分析支援事業参加各市町  

村（83市町村）から送信された13，319人について、下記の（1）～（4）の条件に当てはまる者を  

除外し、最終的な解析対象者2，741人（要支援1：954人、要支援2：1，787人）を抽出した。な  

お、抽出された対象については、登録時の要介護状態になる前は、制度改正（平成18年4  

月）前の時点であったとみなすこととする。  

（1）40歳未満又は106歳以上（18人）：入力ミスの可能性が高い  

（2）特定高齢者（1，463人）：制度改正前には同様のサービスがない  

（3）「現在の要介護状態等になる前のサービス」において、「新予防給付」を「利用していた」と  

回答している者（4，576人）：制度改正後・登録時より前に要介護度が変化している  

（4）「現在の要介護認定等になる前の要介護認定等の状況」について、「一般高齢者」、「特定  

高齢者」、「要支援1」、「要支援2」、「経過的要介護」と回答した者（4，359人）：制度改正  

後・登録時より前に要介護度が変化している  
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4．解析対象者の分類について  

3．で抽出された対象者（要支援1：954人，要支援2：1，787人；計2．741人）を、以下のよ   

うに3グループに分類した。   

（1）グループ1  

以下の①又は②の条件を満たす者  

①登録時の要介護度が要支援1である者で、要支援1になる前の要介護認定等の状  

況が、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4及び要介護5であった者  

（a登録時の要介護度が要支援2である者で、要支援2になる前の要介護認定等の状  

況が、要介護2、要介護3、要介護4及び要介護5であった者  

登録時の要介護度  直前の要介護認定等の状況   人数（人）   

十  要支援1   要介護1   322  

要介護2   26  

要介護3   8  

要介護4   

合計  357   

②  要支援2   要介護2   154  

要介護3   35  

要介護4   7  

要介護5   

合計  197   

総計  554   

（2）グループ2  

以下の①又は②の条件を満たす者  

（D登録時の要介護度が要支援1である者で、要支援1になる前の要介護認定等の状  

況が、要支援であった者  

②登録時の要介護度が要支援2である着で、要支援2になる前の要介護認定等の状  

況が、要介護1であった者  

登録時の要介護度  直前の要介護認定等の状況  人数（人）   

①  要支援1   要支援   597   

②  要支援2   要介護1   1，331   

総計  1，928   
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（3）グループ3  

以下の条件を満たす者  

①登録時の要介護度が要支援2である看で、要支援2になる前の要介護認定等の状  

況が、要支援であった者  

登録時の要介護度  直前の要介護認定等の状況  人数（人）   

②  要支援2   要支援   259   

総計  259   

5．分類ごとのサ・－ビス利用回数について   

通所介護．．通所リハビリ、訪問介護の各サービスについて、各グループ毎に、改正前と  

改正後の平均サービス回数、標準偏差（※1）及び有意確率（※2）を算出したところ、以下  

のとおりとなった。（なお、一部の対象者については、サービス回数のデータが入っていな  

いため、以下のサービスの各人数は、4．で把握した人数と異なっている。）  

※1標準偏差（SD（Standard deviation））：  

デーータが、その平均からどれだけ広い範囲にばらついているかを示す。値が大きいほど、ば  

らつきが大きいことを表す。  

※2 有意確率（P値（Probability））：  

ある事象が偶然に起こりうる確率であり、一般的に、「P値＜0．05」で有意差あり（偶然に起こ  

りうるとは統計学的に考えにくい差がある。）と判定。  

2君引こおけるサービス利用回数を統計学的に比較（対応のあるT検定）して「P値く0．05」であ  

った場合、両群の利用回数については、「偶然に起こりうるとは統計学的に考えにくい差があ  

る」と考えられる。   

また、各サービスについては、制度改正前後のいずれにおいても当該サービスの回数  

について記載がある者の数を抽出しており、その他のサービスを利用している者も含んで  

いる。   

なお、参考として示した「のみ」は、上記のうち、当該サービス以外には他の2つのサー  

ビスを利用していない場合である。  

一 3 一   



（1）グループ1（N＝554）  

（1）－（彰 制度改正前は要介護1～要介護4で、改正後は要支援1である者（N＝357）  

各サービスの平均利用回数  

改正前   改正後   P値  

平均（SD）  平均（SD）   

通所介護（N＝132）   5．4（2．6）   4．5（1．6）   く0．0001   

通所リハビリ（N＝59）   6．9（3，3）   4．8（1．8）   く0．0001   

訪問介護（N＝122）   7．3（4．3）   6．3（2．り   0．0009   

※制度改正前後のいずれにおいても当該サービスの回数について記載がある   

者。その他のサービスを利用している者も含む。  

（参考）  

上記のうちいずれか1種類のサービスのみを利用している者の再掲  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護のみ（N＝79）   5．4（2．5）   4．6（1．7）   0．0009   

通所リハビリのみ（N＝41）   6．9（3．3）   4．5（1．6）   く0．0001   

訪問介護のみ（N＝88）   7．1（4．2）   6．2（2．1）   0．02   
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（1）－② 制度改正前は要介護2～要介護5で、改正後は要支援2である者（N＝197）  

各サービスの平均利用回数  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護（N＝70）   7．6（3．1）   7．1（2．2）   0．1   

通所リハビリ（N＝45）   8．4（3．8）   7．7（2．1）   0．1   

訪問介護（N＝59）   12．7（9．0）   8．7（3．1）   0．0002   

※制度改正前後のいずれにおいても当該サービスの回数について記載がある   

者。その他のサービスを利用している者も含む。  

（参考）  

上記ゐうちいずれか1種類のサービスのみを利用している者の再掲  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

適所介護のみ（N＝43）   7．9（2．9）   7．2（2．3）   0．08   

通所リハビリのみ（N＝33）   8．7（3．8）   7．6（2．1）   0．06   

訪問介護のみ（N＝37）   11．8（9．1）   8．2（2．7）   0．01   
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（2）グループ2（N＝1，928）   

（2）－① 制度改正前は要支援で、改正後は要支援1である者（N＝597）  

各サービスの平均利用回数  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護（N＝265）   4．8（1．8）   4．6（1．4）   0．d4   

通所リハビリ（N＝70）   5．5（2．9）   4．9（1．9）   0．06   

訪問介護（N＝230）   6．0（3．0）   5．8（2．2）   0．1   

※制度改正前後のいずれにおいても／当該サービスの回数について記載がある   

者。その他のサービスを利用している者も含む。  

（参考）  

上記のうちいずれか1種類のサービスのみを利用している者の再掲  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護のみ（N＝193）   4．8（1．8）   4．7（1．6）   0．4   

通所リハビリのみ（N＝36）   5．7（3．4）   4．6（1．6）   0．04   

訪問介護のみ（N＝167）   6．1（3．2）   5．8（2．2）   0．2   
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（2ト（∋ 制度改正前は要介護1で、改正後は要支援2である者（N＝1，331）  

各サービスの平均利用回数  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護（N＝550）   6．7（3．2）   6．7（2．3）   0．8   

通所リハビリ（N＝283）   7．5（3．3）   7．2（2．2）   0．06   

訪問介護（N＝421）   8．4（6．1）   7．3（3．4）   く0．0001   

※制度改正前後のいずれにおいても当該サービスの回数について記載がある   

者。その他のサービスを利用している者も含む。  

（参考）  

上記のうちいずれか1種類のサービスのみを利用している者の再掲  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護のみ（N＝323）   6．9（3．2）   6．7（2．1）   0．3   

通所リハビリのみ（N＝172）   7．6（3．4）   7．3（2．4）   0．08   

訪問介護のみ（N＝235）   8．8（6．3）   7．5（3．3）   く0．0001   
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（3）グループ3（N＝259）  

制度改正前は要支援で、改正後は要支援2である者（N＝259）  

各サービスの平均利用回数  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護（N＝103）   5．3（2．3）   6．1（2．り   0．0005 

通所リハビリ（N＝44）   6．7（2．4）   6．8（2．0）   0．8   

訪問介護（N＝88）   6．7（3．6）   6．9（3．4）   0．5   

※制度改正前後のいずれにおいても当該サービスの回数について記載がある   

者。その他のサービスを利用している者も含む。  

（参考）  

上記のうちいずれか1種類のサービスのみを利用している者の再掲  

改正前   改正後   

平均（SD）  平均（SD）   P値  

通所介護のみ（N＝75）   5，．5（2．3）   6．1（2．1）   0，01   

適所リハビリのみ（N＝32）   6．9（2．3）   6．7（2．1）   0．54   

訪問介護のみ（N＝62）   6．9（3．7）   7．0（3．5）   0．74   
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調査用紙（抜粋）  

（調査用紙P2）  

氏名（フリガナ）  

（1，男  2．女）   

生年月日（1．明  2．大  3．昭）  年   

（調査用紙P3）  

画 要介護認定等の状況  

1）要介護認定等の状況について、お答えください。  

（1）現在の要介護認定等の状況（当てはまるもの1つに○）   

1．特定高齢者  2．要支援1  3．要支援2  

（認定月：平成  年  月  日）  

（2）前問（1）の現在の要介護認定等になる前の要介護認定等の状況   

（当てはまるもの1つに○）（初回のみ回答必要）  

1．一般高齢者  

4．要支援2  

7．要介護1  

10．要介護∠1  

2．特定高齢者  

5．要支援  

8．要介護2  

11．要介護5  

3．要支援1  

6．経過的要介護  

9．要介護3  
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（調査用紙P6）  

回 介護予防サービス等の内容   

介護予防ケアプランに含まれるサービス及びプログラムについて、お答えください。  

「実施回数」については、調査開始時は予定される回数を記入し、その後（開始後3カ月  

毎）は調査用の前月の実績回数を記入してください。  

（中略）  

2）予防給付（要支援の者のみ回答）（当てはまるもの全てに○）  

（1）介護予防通所介護  実施回数：月  回  

2．栄養改善   

4．アクティビティ  

1．運動器の機能向上   

3．口腔機能の向上  

（2）介護予防通所リハビリテーション  実施回数：月  回  

1．運動器の機能向上  2．栄養改善  3．口腔機能の向上  

（3）介護予防訪問介護  実施回数：月  回  

（4）その他のサービス  

1．介護予防訪問入浴介護  2．介護予防訪問看護  

3．介護予防訪問リハビリテーション   

5．介護予防短期入所生活介護  

4．介護予防福祉用具貸与   

6．介護予防短期入所療養介護  

8．介護予防認知症対応型通所介護   7．介護予防居宅療養管理指導  
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（調査用紙P9）  

現在の要介護状態等（特定高齢者、要支援1・2）になる前（1カ月問）のサービスの  

内容と実施回数について、初回の調査時にのみお答えください。  

4）現在の要介護状態等になる前のサービス  

（当てはまるもの全てに○）（初回のみ回答必要）  

【制度改正前の予防給付、介護給付】  

1．適所介護   

2．適所リハビリテーション   

3．訪問介護   

4．その他   

5．利用なし   

6．不明  

実施回数：月   

実施回数：月   

実施回数：月  

回・不明   

回・不明   

回・不明  

【新予防給付】  

7．介護予防適所介護   

8．介護予防適所リハビリテーション   

9．介護予防訪問介護   

10．その他   

11．利用なし   

12．不明  

実施回数：月   

実施回数：月   

実施回数：月  

回・不明   

回・不明   

回・不明   
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介護予防サービスの効果分析の結果について（概要）  
1，000人×12ケ月 ＝12，000人・月 の追跡  

制度導入前  制度導入後   
特
定
高
齢
者
施
策
 
 

予
防
給
付
 
 

15．2％  

嘲
郎
賂
誉
」
 
 
 

（人・月）単位で計算した場合においては、新たな介護予防施策を導入したことによって、  
悪化する（人・月）の割合は、導入前に比べ、減少することが明らかになった。  

＝＝寺 今後は、悪化する者の発生率や、費用対効果について要検討。  
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介護予防サービスの回数の変化に係る解析対象者の選別方法について   
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平 成 1 8 年 度  

介護予防事業報告  

厚生労働省老健局老人保健課   
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Ⅰ 介護予防事業報告の概要  

1 報告の概要   

本報告は「平成18年度地域支援事業交付金交付要綱」（平成18年10   

月27日厚生労働省発老第1027001号）に基づき事業実績報告があっ   

たもののうち、介護予防事業についての事業実績報告をまとめたものである。   

2 報告の対象   

全国の市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合等を含む。以下同じ。）  

（平成18年度は1，668保険者）  

3 主な報告事項  

・特定高齢者数の動向  

・把握経路別の特定高齢者数   

■適所型介護予防事業の実施状況  

・訪問型介護予防事業の実施状況  

・特定高齢者からの要支援一要介護認定の状況  

・特定高齢者の主観的健康感の状況  

・特定高齢者の基本チェックリストの状況  

・介護予防普及啓発事業の実施状況  

・地域介護予防活動支援事業の実施状況  

4 報告の系統  

厚生労働省  都道府県  市町村   

5 結果の集計   

厚生労働省老健局老人保健課が行った。  
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Ⅱ 報告緒よ  
1介井手肪♯定書■書旛簾  
（1）檜走暮■●杷■■●肘傷   

ア 檜慶嘉■書▲蠍の勘向  

特定高齢者数  

年間発生数  ■ ◆  
65歳以上  改善数（再掲）  悪化数（再掲）  

人口  
＄5歳一  70歳”  75歳”  80歳～  85歳   65歳  70歳  75歳  80歳  85歳   ¢5歳  70歳  75歳  80歳  85歳   85歳  70歳  75歳  80歳  85歳  

総数  
総数            総数  ¢9歳  74歳  79歳  84歳   総数  

全国  26761472  157518  20183  326¢4  41741  38161  26769  31231  3430  8269  8350  75¢5  5¢17  1¢144  †928  3749  4¢34  374¢  2087  5900  271  719  1293  1丁88  ＝娼1   

北海道  1245842  3688  411  687  936  983  689  1110  120  228  278  284  204  ¢02  85  141  157  138  83  293  17  37  ＄9  卵  81   
書森県   33丁230  1143  178  297  308  2柑  141  166  13  35  48  40  30  120  12  25  35  27  21  19  0  3  4  5  7   
岩手県   348004  2478  321  555  ¢97  530  375  648  93  174  206  120  55  447  65  13¢  145  75  26  57  ⊇  6  18  19  13   

宮城県   4839ヰ5  3109  379  712  87¢  733  409  579  85  141  17¢  128  49  359  60  104  107  69  丁9  100  阜  19  29  28  18   
秋田県  314475  1618  210  344  471  397  194  281  27  55  84  74  41  141  13  32  42  35  柑  52  5  5  15  15  12   

山形県  314638  1614  ＿」旦7  
350   

茨城県  803754  2439  442  ¢05  6¢1  4ti5  266  431  74  104  109  93  51  207  36  56  56  40  19  73  8  7  13  23  22   
栃木県  

群馬県  

埼玉県   802   218   

干葉県  1125829  ＿▼旦旦捜  

14933   

神奈川県  1586981  8924  1249  2042  之228  1931  1474  1727  1¢5  405  488  402  287  708  74  203  211  1さ4   

新潟県  595807  35丁7  335  597  1019  941  685  948  59  147  259  269  214  513  46  99  1糾  123  81  284  ¢  25  56  98  99   

富山県  287106  2234  217  422  823  532  440  299  19  ＄2  84  64  70  130  8  35  39  25  23  76  3  14  15  17  27   
石川県  253087  1239  94  227  297  334  287  426  32  93  12（〉  109  72  274  2l  72  85  63  33  86  6  10  18  29  23   

福井県   19069l  903  102  191  27¢  238  158  Z5¢  29  52  72  54  49  156  27  41  45  29  14  45    3  8  15  18   
山梨県   198992  1521  235  29ヱ  397  299  298  574  59  98  155  129  135  175  9  40  57  35  34  52  2  0  12  15  23   
長野県  537706  5867  492  888  1508  1569  1414  1312  1け  柑8  352  326  319  517  57  104  柑4  127  ¢5  333  18  23  58  102  134   

岐阜県  4¢1833  3366  、482  7¢9  915  718  502  570  8¢  151  138  133  82  400  52  117  109  88  36  78  4  12  10  20  32   

静岡県  815521  4297  4川  767  1060  1141  915  539  45  88  139  148  1†9  307  30  88  88  丁8  45  131  4  7  24  42  54   

愛知県  13け458  6748  955  1440  」【7竺竺  

▼＿タ些  

1120   7丁   5  

⊇  
大阪府   ＿ユq  

28   

奈良県  300636  2460  375  529  620  518  418  325  83  80  75  62  25  172  32  56  44  28  12  25  ロ  

2   

■取県   990   

よ視れ  208078  ユー26  ヱ10  457  751  890  818  223  12  24  48  41  98  93  10  17  23  19  24  93  ロ  4  13  1¢  59   
岡山県   451041  2295  144  392  649  669  441  388  17  ¢5  101  111  丁2  1¢0    42  47  45  15  133  3  7  30  51  42   
広島県  6255¢7  2759  282  517  747  677  53¢  460  27  47  146  †43  9丁  297  23  38  109  87  42  105  2  7  17  40  39   
山口県   38627（i  2771  2ヰ7  4丁6  702  699  647  895  丁6  15¢  214  210  239  2¢9  27  54  55  57  76  148  4  7  35  43  59   

徳島県  201158  1536  158  276  413  409  288  245  4  24  53  95  69  108  0  12  28  44  24  73  口  9  12  25  26   

香川県  242481  3糾2  493  ．＿－壁   

317   
★知県   50   

福岡県  

佐賀県   
79   

熊本県  

大分県  
宮崎県   
議 ＝－・・  443037  2419  231  350  590  670  578  467  40  78  106  127  116  21‖  20  49  57  85  50  87  2  8  13  26  38   
沖縄県  228379  817  139  199  225  163  91  197  38  42  55  39  23  83  n  21  29  I3  9  21  4  3  3  4  7   

注▲1）65歳以上人口平成18年度末時点の年齢で65歳以上の者を計上している。（外国人を含む）   
2）特定ホ齢音数の年間発生数′平成18年廣に新たに特定高齢者と決定された者の数。   
3）特定高齢者の年間終了数二平成18年度に特定高齢者ではなくなった青の歎。   
4）特定高齢者数の年間終了数（改♯数）・状態の改善により、介護予防特定高齢者施策を終了した者の数。   
5）特定高齢者数の年間終了数（悪化数）：入院、要支援・要介護状態への移行等、心身の状況の悪化により、介護予防特定高齢者施策を終了した者の数。   
6）特定高齢者数の年間終7数（死亡数）：死亡により、介護予防特定高齢者施策を終了した肴の数。   
7）特定轟齢音数の年度末時点数特定ホ齢者数の年間発生数から年間終了数を減斉した数。  
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死亡数（再掲）  その他（再掲）  不明（再鳩）  
平成1モi年度末時点数  

65歳  70歳  7ミi歳  80歳  85歳   65蔵  TO歳  75蔵  80歳  85歳   
総数  

㈹歳  74歳  叩歳  84歳   総数  総数  65歳  70歳  75歳  80歳  85歳  総数  65鼓－  70歳～  75歳～  80歳～  粥歳  69叢  74鼓  79歳  84歳  以上   

全国   633  32  74  145  164  218  70Zl  984  1410  18丁6  1567  1184  1533  215  317  402  322  277  126287  16753  26395  33391  28596  21152   
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イ 把橿線路別の特定ホ齢者数  

把握経路（件）  

特定高齢者の 年間発生数      本人・家族  基本健康診査 （生活機能評  

価）  医療機関から  民生委員から  地域住民から  要介護認定  訪問活動に  高齢者   

全国  157引8  10ヰ97  l】7666   975   1178   1254   19】6   72t4   5ヰ77   944   】1219   

北海道   3686   510   1368   ヰ2   75   54   108   750   256   23   533   

青森県  1143  19  103ヰ  4  口  
26   

宮城県   3109   38ヰ   20ヰ4   13   61   58   39   168   12  21   199   

秋田県   1616   218   839   3   9   8   5   169   273   0   92   

山形県   161ヰ   42   1183   8   9   0   7   278   12   8   67   

福島県   2702   35   228l   】3   12   22   10   I24   81   37   97   

15＄  茨城県  
栃木県   2353   82   1676   4   28   8   179   289   16   62   

2l   群馬県  3757  柑  3655  
埼玉県   7211   226  561】   19   18  24   148   677   47   小山   
干葉県   5885   120   5155   2   37   25   16   160   226   12   138   

東京都  †ヰ933    12974  21  107  31      1§9    812   
神奈川県   8924   636   7028   54   23   235   26   597   202   41   t37   

新潟県   357丁   517   2133   2t   76   6l   25   295   89   25   ヰヰ5   

富山県  22封  99  t909  田  12  10  
9   

福井県   963   84   748   6   6   3   4   19   19   3   76   

山梨県   152！  253   9引   3   3l   6   6   87  6ヰ  9   10l   

長野県   58（け   l†25   3368   52   1ヰ1   2D   】9   456   208   78   ヰ03   

岐阜県   3388   131   2531   22   16   66   9   116   114   31   33l   

静岡県  ヰ297  1卓3  3335   0  18  9  12  仙 旦寧2  79  川  365   
愛知県   67ヰ8   597   4692   41   ‖帽   16   61   126   4ヰ   32   1129   

2818   35   三重県  2971  8    0  3  0  四  13  58  25  
滋賀県   4217   180   3056   10   15   10   9   ヰ75   232   27   207   

京都府   3690   83   3233   16   14   2l   66   99   31   127   

13   296   52l   大阪府  88    55∝I  32      28    ＿ 型  匹  
兵庫県   丁23ヰ   378   4506   19   35   95   127   2≦16   697   16   tlO4   

26   3ヰ  奈良県  
2   3  7   和歌山県   

271   鳥取県  990  180  341  
島根県   312（i   77  2317   222   9   9  ヰ0   73   12  39  363   

岡山県  2295  175   1681   269   8  川  5  15  ー ーjO  63  
広島県   2759   233   1805   7   6   8   26   Jは8  78   5   10ヰ   

山口県   2771   3由   1872   ヰ7   12   3   17   2ヰ2   20   6   】7¢   

徳島県  四  3  

3   7  ヰ   0   香川県   
12   愛媛県  1159  7  1109  2  匹  4  2  19  9  g  

高知県   729   49   622   0   3   30   13   6   ヰ   
福岡県   505ヰ   72l   2239   22   60   19   226   309   267   9   1205   

ヰ3  佐賀県  1006  12  71ヰ  6  9  3  9  t22  83  5  
長崎県   2536   18   1857   ヰ0   4   ヰ40   24   16   45   9l  

熊本県  1272   6  18  18  66  25  
大分県   2396   ヰ15   1633   15   24   28   6l  77   39   35   

宮崎県   2193   80   t979   0   2   4   30   12  85   

鹿児島県   2419   276   1355   8   17   32   9l   213  233   23   187   

沖縄県   817   3   786   0   0   0   4   3   9   2   10   

注二把握経路（件）：同一人が複数の経路で把壊された場合は、該当する経路のそれぞれに計上している。ただし、「基本健康診査（生活機能評価）」については、既に別の経路で把握  
された者に基本健康診査の受診を勧奨した場合を除いている。  
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（2）丑ホ聖・訪間聖介杜予防事集■傷  

T l断上介t千断事義の暮暮状況  

注1）実施箇所蝕平成18年度に、それぞ九の介捜予防プログラムが実施された場所の凱同一の場所で複数の介護予防プログラムが実施された場合は、それぞれの介膣予防プログラムごとに計上している。   

2）実施回蝕平成18年廣に、それぞれの介腹予防プログラムが実施された回凱同一の場所、時間に棟数の介撞予防プログラムが実施された場合は、それぞれの介臨予防プログラムごとに計上している。   

3）参加実人数平成18年度l二適所型介嘘予防事業に参加した美人軌同一人がせ数の介腹予防プログラムに参加した場合は、それぞれの介姓予防プログラムごとに計上し、「総数jは1人と計上している。   

4）参加証人数平成18年度に通新型介雄予防事業に参加した証人軋同一人が棟数の介護予防プログラムに奉加した場合は、それぞれの介護予防プログラムごとに計上している。   

5）総数それぞれの介腹予妨プログラムの当骸数の和を計上している。  
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イ訪問蟄介∫千肪事暮の≠■状況  

訪問国赦  被坊間美人数  被訪問狂人数  
運動詳  運動器  口腔機  閉じこも リ  認知症  うつ   

始動   の  栄養改善  口農 その他  
上  上   機  閉じこも リ  暖知症  うつ  その他  総数  運動ガ の  栄養改  口腔機  閉じこも リ  控知症  うつ   上  その他  総数   の  栄養改善  

全調   468887  13028  328793  25ti8  21998  122†9  14508  73752  14040  204g  4⊆183  8く】1  3133  21くI4  25（旧  2631  498521  13746  360881  2695  25805  †3132  15447  66815   

二こ 三   43120  1599  31777  2t柑  3（裕2  1508  1955  2951  1058  333  377  102  380  207  232  250  42869  1691  29633  282  4788  1559  195†  2959   

青森県   265  1ヰ  13  J  218  10  7  0  25  4  3    15  J    0  2tラ5  14  り  3  218  10  7  0   
岩手県   2473  217  10（I5  TO  608  293  160  80  252  65  75  30  103  102  81    3118  258  1440  94  786  300  り8  60   

宮城県   1丁96  215  449  12  458  282  35Z  2了  169  23  40  4  55  40  46  8  1802  2T5  455  12  459  282  352  27   
秋田線   12（抑1  21  5872  0  1056  1629  2214  1409  即0  18  4の  0  〇05  81  150  ミ＝  38461  21  31032  0  2156  16Z9  2214  1ヰOg   

山形県   3589  302  688  91  760  19g  510  1019  89  25  18  7  45  10  27  22  357≦l  317  655  91  788  200  522  1025   

福島線   625  12くl  177  35  138  88  64  0  171  37  5丁  12  56  29  Z6  0  1097  447  21丁  コ5  Zヰ4  88  66  0   
一∴芦   2043  190  156  71  1408  61  82  75  234  80  85  32  89  40  44  31  3477  235  1545  71  1408  61  82  75   

栃木癖   1JJ6  152  229  36  422  241  197  59  341  83  85  ■ 35  107  丁8  85  48   3485  181  2271  51  441  255  212  74   

群馬県   1028  g7  125  20  ZO5  148  23丁  196  15¢  ヰ0  39    39  56  74  23  1028  97  125  20  205  148  2：】7  †98   

埼玉県   5945  426  3881  4g9  550  125  386  98  42ヰ  丁6  128  73  87  58  gl  23  ¢740  427  4tラ52  502  550  125  386  98   

千乗県   702  127  6丁  27  71  90  14l  179  39ヰ  8≦l  3t；  12  51  67  90  64  7（カ  12？  67  27  71  90  141  180   

＝  ＝i   1825l  166  12148  98  5¢3  17¢1  8ヰ7  888  846  30  272  用  87  Z〔旧  86  1tI3  1t〉251  168  12148  98  5¢3  1761  8ヰ7  688   

神棄川県   1柑8  1∂8  300  10こI  2t；3  1丁3  代1  ○  459  81  177  80  144  89  95  ○  120g  193  3∝I  103  271  181  181  0   

新潟県   4の1  100  396  45  ヰ丁2  244  461  2303  305  Z2  81  15  96  62  82  29  7228    2969  ？2  588  ヰ83  702  23（将   

冨山県   ▲51  45    4  1丁8  7（〉  140  a  308  28  8  2  148  35  118    5防  84  17  4  柑3  了4  140  J   
石川県   Z†34  817  946  28  394  11丁  34  0  117  ヰ7  2丁  6  20    22  0  2134  617  946  26  39ヰ  117  34  0   
描井県   ¢89  1≦16  48  14  小‖  68  Z22  0  77  22  27    †8  8  15  ○  10†5  196  374  14  141  68  222  0   
山梨県   〇03  131  28  3丁  27  37  48  0  43  10    8  5  7  8  0  303  131  28  37  27  37  揖  ○   
長野県   13685  調  47丁5  198  3091  1524  232丁  1ヰ丁4  丁：I8  133  23二I  94  259  192  186  ＝l  叫118  807  4925  1g8  ユ1D6  1？17  2340  1493   

岐阜県   1748  31  i61  4  832  112  144  164  179  打  3，  2  ラJ  ヰ丁  ヰ6  6  1755  31  465  l  833  1り  144  1¢4   

静岡県   15こIO8  96  2058  114  218  ヰ85  265  1Z122  482  4こ】  72  43  85  56  49  2丁8  1855g  119  5448  121  343  丁22  68ヰ  12122   

愛知県   85丁85  7tl  6さ382  ‖り  224  い‖  98  21751  1421  37  795  63  74  51  40  別柑  858t50  88  63421  115  224  14¢  10ユ  Z17¢3   

≡ ＝   218  10  31  0  29  98  50  0  56  10  1D  0  9  2t〉  23  ○  230  10  31  0  Z9  104  5ti  0   
：＝・＝   20川  32  688  10  382  378  317  211  240  9    10  75  98  88  38  2014  32  686  10  382  378  317  211   
京都府   182  38  4  4  64  21  51  0  ◆l  15  ヰ  8  2D  4  17  ○  柑3  38  4  4  64  Zl  52  0   
大阪府   4110  72  69丁  28  103  88  243  2879  282  12  33  28  2t声  JこI  1  38  41伽  72  686  28  123  77  23⊆l  28丁≦l   

兵庫県   1488  27‘i  390  ヰ8  132  302  62  281  527  188  178  28  16  d4  く汚  94  1488  278  392  ヰ3  1：I2  302  62  281   

棄良県   57844  19  5了453  6  22ti  87  61  12  409  18  32tヲ  4  36  22  柑  5  57854  19  5丁ヰ¢3  6  226  87  81  12   

和歌山県   28  0  6  0  10  0  12  0    D    0  10  0    0  28  0  ¢  ○  10  0  12  ○   
鳥取県   1911  52  1566  0  298  0  0  0  85  5  75  0  7  0  0  ○  9186  52  8821  0  293  0  0  0   
島根県   1823  202  39ti  58  Z22  1小l  2こI4  567  213  ヰ8  5丁  り  ヰ8  35  沖  38  ヰ484  222  2g30  78  283  1（i2  242  567   
岡山県   5580  9  543ti  0  26  ヰ5  64  0  1丁3  4  110  0  †6  15  40  0  5596  9  543¢  0  26  45  80  0   
広島県   3988  64  31ヰ8  Z2  53  7  20  852  124  32  50  13  28    1●  20  3988  64  31ヰ8  22  53  丁  20  ¢52   
山口県   8軌柑  489  1699  21丁  2212  308  365  3379  207  22  38  8  53  15  23  91  8t560  489  1707  217  2212  308  368  387≦l   

徳島県   2∝】8    935    0  0  20  1079  84    9    0  0    52  2036    935    D  D  20  10丁≦l   
香川県   216  19  7  0  65  68  59  D  31  5  2  0  14  20  21  0  222  19  7  0  87  68  61  0   

愛嬢県   708  Z  5  0  12†  10  5  585  ZO  2  3  0  4  2    14  TlO  4  5  0  121  10  5  5朗   
高知県   3422  72  2550  18  25  18  22  717  5！〉  17  25  5  4  3  4  16  3422  7Z  2550  18  25  18  22  117   
福岡県   82328  5209  83719  31  82Z  382  7他  11456  974  215  587  6  117  7g  119  49  78332  52T4  6670了  31  824  386  712  4458   

佐賀県   8鵬0  51  5ヰ33  45  310  172  158  27く】  川4  10  61  16  42  23  20  24  6472  51  5ヰ33  45  310  204  156  273   

長崎県   21343    14222    ヰ丁5  28  159  6437  421    16ミ〉  丁  33    10  237  21787    14222    769  28  309  6437   

熊本県   1696  238  168  127  381  338  424  28  308  38  47  40  91  58  82  22  lT58  281  180  127  388  JJ5  ヰ39  28   
大分県   2∝I5  484  768  18  124  53  柑  620  281  16  19  6  3：I  48    171  2021  404  788  柑  124  89  18  620   
宮崎県   318ヰ1  2  3177¢  0  10  13  18  22  79    63  0  5  8  5    17478  2  17413  0  10  13  18  22   
鹿児島県  10358  270  8823  Z7  51tき  330  37tさ  16  277  45  ¢9  7  95  55  Tl  4  972tS  290  8142  32  528  33D  388  16   

沖縄県   217  81  83  14  38  5  18  0  52  10  3  3  24  4  12  0  227  81  63  24  38  5  18  0   

注：1）鴨開国数平成18年度に坊間型介護予防事兼として訪問した回数。同一訪問時ーこ複数の介護予防プログラムを実施した場合は、それぞれの介穫予防プログラムごとに計上している。   

2）被坊間美人数二平成18年度に訪問聖介護予防事美により訪問を受けた美人凱同一人が棟数の介穫予肋プログラムに参加した場合は、それぞれの介穫予防プログラムごとに計上し、「総数ノは1人と計上している。   

3）被坊間斌人華中成柑年度に訪問聖介護予防事業により訪問を受けた証人数。同一人が棟数の介雄予肪プログラムに参加した場合は、そ九ぞれの介護予防プログラムごとに計上している。  

3）総数：それぞれの介は予防プログラムの当頼数の和を書†上している。  
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ウ 特定ホ始書からの暮支欄・暮介書■定の状況  

特定高齢者礫人数（参加者）  要支援  ヨ  要支援  2  要介護1  

65歳  70歳  75虔  80歳  85歳  総数  65歳  70歳  75鐘  80歳  85蛙   65綾  70歳  75蛙  80虔  85歳  

総数  65虎－  70綾－  75綾～  80綾－  85鰻  総数  69歳  74鼓  7g療  朗鮭   総数  

全国   50965  4252  8988  13年16  13833  10476  1271  49  151  247  466  358  832  27  1∝）  169  262  274  1D27  40  98  232  303  354   

北海道   2298  216  388  565  661  4（S8  80  3  9  14  2（；  28  45  3  6  10      84  4  3  23  27  27   
書森県   206  15  41  59  52  39  4  0  0  ○    3  3  0  2    0  0  4    0  
岩手県   975  124  228  286  201  136  18  ○   7  2  15  0      5  2  8  0  0  3  2  3   

宮城県   783  109  189  226  175  84          3  3  4  0  0  2  2  0    0    4  0  2   

秋由県   921  83  162  290  263  143  14      2  8  2  7  0  0  0  4  3  10  0  0  4  3  3   

山形県   594  41  93  147  165  148  10  0    0  5  4    0  0  3  3    16  0  0  3  4  9   

福島県   865  88  柑3  297  209  88  4  0      2  0  4  0  0    ■  2  e  0  2    5  0   
茨城県   717  105  160  189  162  101    2  0  4    4  10  0  3  2  3  2  9  0  4  0  2  3   

栃木県   873  61  180  250  224  158  5  0  0  3  ロ  ■  3  0  0  ■  0  2    0  5  6  6  0   
群烏県   766  95  160  209  187  115  9  0    2  3  3  13  l  2  5  2  3  10  l  2  l  l  5   

埼玉県   1968  246  414  564  483  261  39  匹  9  4  16  9  18  2  4  5  2  5  33  3  6  10  6  8   
千葉県   1357  176  319  384  322  156  15  0    5  5  4  5  0    ロ  6  2  29  5  2  5  4  13   
東京都   2834  252  562  733  707  580  182  5  15  39  68  55  126  8  18  25  35  40  91  5  13  18  25  30   

神奈川県   2159  209  488  592  548  322  31  2  6  ロ  7  5  30    3  4  14  8  31  ■  6  5  13  6   
新潟県   1563  80  217  394  481  391  40  n  4  4  14  17  35  0  3  10  m  ロ  54  ■  3  9  13  28   
吉山県   943  89  198  268  225  163  9  0  ■  2  2  4  6  0  匂  0  3  2  1ヰ  2  3  ヰ  5  D   
石川県   621  45  114  168  172  122  14  ■  3  5  2  3  12  0  5  ■  4  2  23  n    4  8  9   
福井県   401  30  77  120  103      2  0    2  6    0    0  3  2  8  0  2      4   

山梨県   548  30  皿  155  13¢  150  6  0  0  ■  3  2  3  ■  0  b  ■  0  12  0  0  l  2  9   
長野県   322tS  168  40＄  751  9（S2  939  47    4  6  15  21  58  2  5  6  23  22  91  0  6  18  30  37   
岐阜県   1（X）6  102  218  251  261  174  22  0  2  4  9    8  0  0  ■  3  4    ■    3  4  
静岡県   1309  82  173  308  400  348  15  0    2  6  5  8  0  0  2  3  3  20  0  0  5  8  了   
愛知県   2849  327  597  774  685  ヰ68  85    田    19  22  66  D  q  15  22  m  4丁  3  3  m    13   
三1県   278  17  47  86  67  61  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  3  0        0   

滋賀∬   1201  79  184  288  307  343  19  0  3  3  9  4  27  0  5  4  6  12  44  l  6  5  ＝  21   

京都府   552  57  128  154  119  94  13    4  3  3  2  9  0  0  4  3  2  9  0  ○  3  3  3   
大阪府   1884  215  427  499  484  279  57  3  10  16  21  ロ  30  ■  4  8  12  5  24  2  3  10  5  4   
兵庫県   2400  271  456  643  602  428  66  6  9  14  22  15  34  2  4  5  9  14  62  3    18  22  14   

奈良県   675    164  19（；  155  83  3  0  0  2    0  3  0  0  0  3  0  5        2  0   
和歌山県   123  1D  24  32  38  19  6  0  0  3  3  ■  5  0  0  0  2  3  ○  0  0  0  0  0   
九取県   685  30  92  158  248  157  17  0  ■  3  6  ロ  18  0  2  ■  5  10  14  ○  0  2  6  6   
・＝・≡   1150  52  102  246  346  404  14  ■  4  3  4  2  14  0  n  3  l  9  1ヰ  0  0  2  5  
岡山県   786  23  90  211  264  198  2ti  0  0  3  13  10  18  0  ■  5  6  6  15  0  0  4  8  3   
軋・   1311  64  154  357  407  329  35  0  4  5    15  16  0  2  4  6  4  13  n  0  6  5  

山口県   105t；  48  ‖7  223  310  358  48  l  4  6  24  13  35  0    9  13  12  2ti  ■    ヰ    13   
徳島県   490  9  41  123  ：●  137  36  0  3    18  8  14  0  3  2  4  5  m  0  3  3  2  3   
香川県   505  40  90  168  137  70  3  0  0  ■  ロ  ロ  9  ■  0  口  3  4  8  l  0  3  2  2   
愛媛県   185  23  47  43  41  31  3  0  0  0  2  口  ■  0  0  0  ■  D  5  0  0  0  0  5   
高知県   286  13  59  7t5  84  54  ■  b  0  0  匂  0  ロ  0  0  ■  ○  0  口  0  0  0  0  ■   
福岡県   2709  り8  426  683  770  652  101  2  17  23  35  24  41  ■  4  8  ロ  m  45  B  4  13  15  12   
佐羊県   392  22  57  1〔船  114  99  6  0  2  0  4  0  3  ■  0    ■  0  5  0  0  3  0  2   
長崎県   8tX〉  60  122  254  230  134  41  2  2  6  19  12  10  0  2  D  6  2  19  0  l  4  3  
熊本県   965  48  127  225  317  248  32  ■  3  4  16  8  21  ■  ロ  3    9  14  0  0  3  5  6   
大分県   1049  54  172  302  353  168  25  ■  ■  9  9  5  16  ■  2  3  6  4  18  0  4  5  6  3   
宮崎県   294  5  27  50  88  124  4   0  0  0  2  2  6  0  0    ■  4  m  0  2    3  5   
鹿児島県   1210  75  153  258  368  356  2（；  0  ■  3  町  ロ  6  0  ■  3  0  2  匹  ■  2  3  4  『   
沖縄県   197  29  38  61  40  29  2  0  n  匂  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  

注1）特定高齢着からの妻支援・要介護認定の状況平成18年座に介護予防特定高齢者漁師二歩加した舌のうち、平成18年度内に新たに要支援又は要介護認定を受けた者  
の数を、要介護度別に■計した。なお、経過的要介護者は妻支援1に計上している。   

2）特定高齢者美人数平成柑年動こ介護予防特定高齢者施策に参加した舌の美人数。  
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要介護2  要介護3  重介護4  要介護  5  

65歳  70歳  75鐘  80農  85歳   65農  70虔  75歳  80歳  85綾   65歳  70虔  75虎  80歳  85簸    65歳  70歳  75競  80應  85鮭  

総数            総数  総数            総数  
全国   459  22  42  99  115  181  232  7  28  46  61  90  96  5  8    31  41  56  2  2  10  り  25   
北海道   29  3  5  8  4  9  14  0  2  2  5  5  6  0  0  2  3    3  0  0  

青森県   0  0  0  0    0  0  0  0  0  0    0  ○  0  0      0  0  0    0   
岩手爪   5  0  0  2  2      0  D  D  0      0  0  0    0    0  0    0  0   

宮城県   5  0    0  3    5      0    2    0    0  0  0  0  0  0  0  0  ○   
秋田県   8  0        5  4  0  0      2  2  0  0    0    0  0  0  0  0  0   

山形県   5  0      0  3  0  0  0  0  0  0    ○  0  0  D    2  0  0  0  
相島県   3  0  D    2  0    0  0    0  0    0  0  0  0      0  0  0    0   

茨城丑   6  0  0  2  2  2  4  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  D  0  0  0  D   

栃木県   0  0  0  0  0  0  5  0  2    2  0    0  0  0  0    0  0  0  0  ○  0   
群馬州   5    2  0      2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0    0  0  ○    0   
埼玉県   18  2    8  2  5  ‖  0  5    4    7    0  2  3    4  0  0    2  
千葉県   6  0  0  2  2  2  4  0  0  3    0  3  0  0        0  0  0  0  0  ○   
東京都   引  2  6  12  12  19  22  0  8    4  3  14    2  2  4  5  9  0  0    3  5   
神奈川県   22  2  4  5  2  9    0  D    2  4  4    0  0  2    2  0    0    ○   
新潟欄   20  0  0      10  18  0  4  2  6  6  3  0  0  0    2  4    0  0  0  3   

古山県   9  0  2  3  4  0    0  0  0  0      0    0  0  0  0  0  ○  0  0  0   
石川県   6  0  0    3  2  3    0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  D  0  0  0  ○   
細井県   2  0  0  0        0  0  0    0    0  ○  0  0    2  0  0    0  
山梨県   8  0  0    3  4  3  0  0        ○  0  0  0  0  0  D  0  0  0  0  0   
長野欄   ヰ8  3  3    14  21  20    0  3  4  12  12  0  0  2  2  8    0  D  0  0  
岐阜県   9    4  0  0  4  5    0      2  4  0  2      0  3  D  0  0    2   

静岡県   ロ  0  0  2  3  6  4  0  0  0  2  2  3  0  0  ○  ■  2  3  0  ロ  0  0  2   
愛知県   18  2    4  5  6  12  0    2  4  5  5    0  0  2  2  2  0  0  0  

三1県   2  0  ○    8      0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  ○  0  0  ○  0  0   
滋賀県   19  2    8  6  4  川  0  2  2    5  2  0  0  0  0  2  2  0  0    0  
京都府   2  ○  ○      0  3  0  0  2  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
大阪府   10  2  ○    4  3  4  0    2    0  4  0    ○  2      0  0    0  0   
兵庫県   27  0  J  5  ‘8    13  0  0  4  3  6  3  0  0  0  2    8    0  3    3   
奈良搾   2  ○      0  0    0  0  0  0    0  D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
和歌山県   ○  0  0  0      0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ○   
鳥取県   ¢  0  ○  2    3  2  0  0    0    3  D  0  0  3  0    0  0  0  0  
島根県   9  ○  ○    2  6  7  0  0    2  4    0  0  0  0      D  0  0  
岡山県   8  0  2  2  0  4  10  0  0  4  0  6    0  0  0  0      0  0  0    0   

広島県   1∂  0    D  7  5      0  ○  ○  0    0    0  0  0  0  0  0  0  D  0   
山口県   4  0  0  0  2  2  3  0  0  0    2  2    ○  0  0    0  0  0  0  0  0   
「＝・   9  0    ．†    6  3  0  ○    0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ○   

香川県   8  0  0  D    ○  0  0  0  0  0    0  0  0    0  0  0  0  0  0  0   
愛媛県   3    0    ○    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
高知県   5  0  D  0    4    0  0  0  0      0  0  0    0  0  0  0  0  0  0   

袖同県   †9  0    4  5  9  3  0  0  0  0  3  3  0  D  0  0  3    0  0  0  0  
佐賀県   0  0  0  0    0  0  0  0  0  0    0  0  D  0    0  0  0  0  0  0   

長崎爪   4  0  0  0  2  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  D  0  0  0  0   

熊本州   7  0  ○    4  2  4  0    ○  2      0  0  0    0  0  0  0  0  0  0   
大分県   ○  ○  0  0  0  0    D  0    0  0  0  0  0  0  0  D    0  ○  0    0   
宮崎典   2  0    0    0  3  0  0  0    2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

鹿児島県   9  0  ○  3  3  3  5  0    0    3    0  0  0  0    0  0  0  0  0  0   
沖縄県   0  ○  0  0    0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
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エ 特定高齢者の主書的健康感の状況  
（単位：人）  

実施後  

よい   まあよい   
あまり  

ふつう  
よくない  よくない   

不明   計   

よい   1487   276   250   83   22   203   2321  

βイ．／ガ   アブ．夕方   ／¢朗r   ヱβガ   針路   且乃′   †船外  

まあよい   881   2745   839   329   50   414   5258  

／丘β身   β2j甥   ／丘（冴   丘Jガ   ／．β％   7朗r   III‘・  

ふつう   1185   2811   6966   1005   187   998   13152  

実  釦彿  クJ一方  尻‖諸  7甜  ／．イガ  力猪  7α1（冴  
施  あまりよくない   691   1647   2717   3035   398   833   9321   

前  7イ應   J77％  瓜J書  一三′  4Jガ  飢緒  7α1（冴  
よくない   227   256   316   434   397   264   1894  

Jヱ朗r   アユ甜   ／尻7翳   ガ外   ク／＿α夢   －′′   ／のα好  

不明   371   427   710   334   81   7227   9150  

4／ガ   4乃   7βガ   j7ガ   dβガ   乃u梯   和仇弗  

云十   4842   8162   11798   5220   1135   9939   41096   

注‥特定高齢者の主観的健康感の状況：平成18年虔に終了した介護予防ケアプランについて、介護予防ケアプランの実施前後の   
主観的健康感の状況を計上している。同一人について、複数の介護予防ケアプランが作成された場合は、それぞれについて   
計上している。平成19年虔にまたがる介護予防ケアプランについては計上していない。  
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オ特定高齢者の基本チェックリストの状況  
（単位：人）  

実施後  

0－5項目  6－10項目  1卜15項目  16－20項目  2ト25項目   不明   亘十   

0－5項目   3340   700   158   32   2  933   5165  

甜乃   ／ヱ朗r   J／↑   α朗r  βα夢  ／a／ガ   ／α加捗  

6－10項目   3302   6497   1197   162   9  2465   13632  

■ ど′   イ77g   Erど′   ／クl  〝′g  ／β／ガ   ／α1〔冴  

1卜15項目   1281   3810   5492   741   33   2789   14146  

実  虞／應   ガタg   Jは劇   £クg   仇猪   ／虞乃   ／α1（冴  

施  16－20項目   256   828   1410   1818   94   1291   5697   

前  メイ外   ク47翳   且＝彷   ／βg   2タ7g   ／α）併  

21－25項目   38   33   73   160   216   213   733  

丘劇   45ガ   ／dα   ク1βg   ■ ′√   2虞／g   ／／′ご′  

不明   114   156   182   114   32   1885   2483  

4甜   βJg   7．？l   イβ複   ／Jg   乃少者   ／α1α好  

計   8332   12 0255 8513   3028   386   9577   41861   

注：特定高齢者の基本チェックリストの状況：平成18年度に終了した介護予防ケアプランについて、介護予防ケアプランの実施   
前後の基本チェックリストの該当する項目数を計上している。同一人について、複数の介護予防ケアプランが作成された場合は、   
それぞれについて計上している。平成19年度にまたがる介護予防ケアプランについては計上していない。  
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2 介護予防一般高齢者施策  

（1）介護予防t及啓発事業  

開催回数  参加者延数  

講演会等   相談会等   イベント等   その他   講演会等   相談会等   その他   

全国   218了62   83063   3859   64121   3 609 755 1 026 006 1 116 388 

北海道   9829   4713   1899   2414   172900   56637   53878   

青森県   2962   149了   25   1392   559了6   23427   11619   

岩手県   4743   3227   21   3904   86217   42737   15609   

宮城県   2626   1002   66   377   51826   12137   5936   

秋田県   1639   165了   4   427   30197   19126   7691   

山形県   2568   1580   52   308   56872   20754   18 4711 

福島県   3966   1477   25   253   61723   18 7533 59170   

茨城県   2541   2335   16   2070   59268   20844   55026   

栃木県   2340   1346   15   447   43240   10665   8106   

群馬県   4627   1951   23   1565   了6310   49278   48126   

埼玉県   4946   2017   104   1831   84949   16526   41134   

千葉県   2887   2042   70   2291   69655   19953   86251   

東京都   25762   831   82   2385   354421   7793   69249   

神奈川県   5128   1071   32   268   110163   7347   4771   

新潟県   11197   2193   40   2108   23580   21228   

富山県   2992   1133   148   178   55753   10730   3409   

石川県   2738   1531   21   2076   43812   20326   24187   

福井県   1792   1682   6   4073   33790   31252   81633   

山梨県   2423   769   3   825   46237   18178   11399   

長野県   9299   1241   26   1820   95607   11026   23599   

岐阜県   4553   5329   18   2942   l00 0244 39259   27826   

静岡県   9159   1896   68   2597   167657   14613   40722   

愛知県   7845   3849   47   1079   16030了   56365   26394   

三重県   6048   3459   57   2310   103 3722 32516   10269   

滋賀県   1662   219   了   543   44126   2770   2275   

京都府   6744   2909   42   2286   87306   31830   22366   

大阪府   6829   1442   35   835   ＝8185   15626   13867   

兵庫県   9392   4281   22   1059   170 8277 71737   8652   

奈良県   1570   549   64   304   24401   9197   6642   

和歌山県   875   355   32   104   15664   4623   3466   

鳥取県   5104   699   13   53   59104   6762   1263   

島根県   1080   1019   313   796   19874   15104   17671   

岡山県   3181   584   139   434   64067   14810   6763   

広島県   8994   771   29   431   75669   9442   B471   

山口県   2110   1875   12   1234   49585   15 9022 18 3900 

徳島県   1489   1916   16   41   23478   18 6911 8096   

香川県   1582   690   17   151   37663   8979   1809   

愛媛県   2136   1了79   39286   18658   3250   

高知県   1744   380   30113   9059   29145   

福岡県   5608   2716   123 2488 44429   35473   

佐賀県   2365   1117   4   110   50594   1323了   2691   

長崎県   1873   890   3   622   36369   133了3   35198   

熊本県   1458   1553   20   4492   35572   17088   55864   

大分県   1319   2055   17   1510   28118   26414   11350   

宮崎県   6236   863   3   79了   34616   10971   2950   

鹿児島県   5965   3794   29   1669   110756   49639   38344   

沖縄県   4836   835   9   1835   64908   13843   26689   

注）＝1）講演会等‥主として集団を対象に普及啓発を図る事業のうち参加者数の把握が可能なものを計上している。  
運動、調理等のプログラムの実施についても計上している。  

2）相談会等：主として個別の相言射二対応するための事業について計上している。  

3）イベント等二集団を対象に普及啓発を図る事業のうち、街頭キャンペーン等のように、参加者数の把握が  

困難なものを計上している。  
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（2）地域介醸予防活勤支援事兼  

実施回数  参加者延数  

ボランティア   地域活動   ボランティア   
育成のための   組織への  その他  育成のための  その他  
研修会等   支援・協力等  研修会等   

全国   14336   146159   84569   300901   682222   

北海道   265   4603   18618   4977   27550   

青森県   163   1549   1073   4613   15 4111 

岩手県   132   3443   504   3979   1235   

宮城県   317   1237   77   6670   1133   

秋田県   142   1150   602   1473   5816   

山形県   996   2933   1304   9271   14046   

福島県   127   2515   426   2514   7006   

茨城県   234   1600   245   6942   4882   

栃木県   106   504   537   2956   6830   

群馬県   232   655   140   5703   1844   

埼玉県   538   2055   354   9884   11261   

千葉県   28（）   1424   1258   6326   5462   

東京都   163   4833   157   3227   1728   

神奈川県   3ヰ7   2337   9   7902   403   

新潟県   308   2319   686   5395   2276   

富山県   428   11545   9996   8899   30259   

石川県   170   2940   551   3903   7118   

福井県   54   2117   184   1326   8681   

山梨県   122   716   11256   3472   29693   

長野県   135   241555 1257   3768   7775   

岐阜県   571   3098   681   9024   4695   

静岡県   404   6383   1651   14001   15230   

愛知県   339   9423   1580   5796   16820   

三重県   111   1117   230   2293   4504   

滋賀県   479   1394   677   7996   57   

京都府   115   1263   2955   2838   63672   

大阪府   1265   2103   3713   21843   63748   

兵庫県   416   8809   716   6743   24655   

奈良県   137   841   1160   2735   38712   

和歌山県   78   303   1098   1215   6836   

鳥取県   85   373   799   1167   3840   

島根県   407   2210   878   5673   18624   

岡山県   162   2146   402   6093   541222 

広島県   434   5896   1930   9126   24149   

山口県   240   17377   494   5092   31382   

徳島県   282   1757   74   5829   1852   

香川県   37   430   1571   1ヰ   

愛媛県   703   301   8   15073   120   

高知県   168   1077   447   3466   6655   

福岡県   720   6539   3617   11751   23132   

佐賀県   220   2455   711   3889   54556   

長崎県   127   1419   486   2541   7656   

熊本県   479   5843   1668   13941   15161   

大分県   465   2024   232   19152   1576   

宮崎県   47   750   1549   1009   25809   

鹿児島県   323   4728   59   9350   998   

沖縄県   263   3210   7519   8494   26568   

注）：1）ボランティア育成のための研修会等：ボランティアとして活動する意志を有する一般住民を対象として開催する研修会等の  

事業を計上している。  

2）地域活動細織への支援・協力等：地域活動組織に対して支援を行う事業について計上している。  
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